
（様式２）

※１～６：所管課記入、７：指定管理者記入、８～９：指定管理者及び所管課記入、10：指定管理者及び所管課記入（実施した場合）

所管部・課 建設部都市・まちづくり課（飯田建設事務所）

指定管理者 飯田市

１ 施設名等

住所 長野県飯田市三日市場1986

施設名 電話 0265-25-5588

ホームページ http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/30/iidaexercise-prak.html

２ 施設の概要

設置年月 平成元年４月 根拠条例等 長野県都市公園条例

野球場、多目的運動場、弓道場

中央広場、健康遊具

開園面積：12.0ha

開所日 月曜日（月曜日が休日に当たるときは火曜日）、休日の翌日、12月29日～1月3日を除く毎日

開所時間 8:30～21:00

３ 現指定管理者前の管理運営状況

～平成17年度 管理委託 飯田市

平成18年度～23年度 指定管理 飯田市

平成24年度～26年度 指定管理 飯田市

平成27年度～29年度 指定管理 飯田市

平成30年度～令和２年度 指定管理 飯田市

令和３年度～令和６年度 指定管理 飯田市

４ 報告年度の指定管理者等

指定管理者 飯田市 指定期間 平成30年4月1日 ～ 令和３年3月31日（3年間）

選定方法 非公募（随意指定）

５ 指定管理料（決算ベース）

※（Ａ）：当該年度、（Ｂ）：前年度（以下同じ）

16,296 千円 千円 千円

６ 指定管理者が行う業務

・都市公園等（備品を含む）の維持管理に関する業務及びこれに付帯する業務

・スポーツ施設等の利用許可及び利用料金に関する業務並びにこれに付帯する業務

16,274 22

増減
理由

期 間 管 理 形 態 管理受託者又は指定管理者等

令和 3 年度（A） 令和 2 年度（B） 差（A）－（B）

指定管理者制度導入施設の管理運営状況 【対象年度：令和３年度】

飯田運動公園

設置目的 住民福祉の増進に寄与することを目的として、一般住民にスポーツ及びレクリエーションの場を提供するため。

施設内容

利用料金
有料施設：野球場、多目的運動場、弓道場（施設により料金は異なる。）
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（様式２）

７ 利用実績等

（１）利用実績【指標：利用者数・利用件数・稼動率】 （単位：人、件、％）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

令和３年度（Ａ） 3,359 8,314 2,267 3,342 3,291 1,447 3,497 3,167 1,486 69 1,187 31,426

令和２年度（Ｂ） 38 114 990 3,095 4,838 2,963 2,421 2,630 667 101 272 1,067 19,196

（Ａ）/（Ｂ） 8839.5 7293.0 229.0 108.0 68.0 48.8 144.4 120.4 222.8 68.3 0.0 111.2 163.7

（２）利用料金収入 （単位：千円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

令和３年度（Ａ） 240 371 337 374 196 155 228 102 87 4 117 2,209

令和２年度（Ｂ） 7 42 290 426 294 213 155 47 25 35 199 754 2,487

（Ａ）/（Ｂ） 3427.1 883.3 116.1 87.7 66.6 72.8 146.9 216.4 348.0 11.4 0.0 15.5 88.8

（３）利用料金見直しの状況（前年度と比べて）

見直しの有無

（４）開所日・時間の見直し等の状況（前年度と比べて）

令和３年度（Ａ）：143日 令和３年度（Ａ）： ８：30～21：00

令和２年度（Ｂ）：290日 令和２年度（Ｂ）： ８：30～21：00

（５）サービス向上のため実施した内容

・清掃の徹底

・飯田市ホームページ上で、施設の内容・利用料金・道路マップなどを掲載している。

・花を愛でる気分に浸れる施設を目指して、花を植えたプランターを施設内に配置した。

（６）その他実施した取組内容

（７）利用者の主な声及びその対応状況

・月曜日も駐車場を開放してほしい。→過去の経過も踏まえ現在も月曜閉鎖している。（ただし、市プール会場期間中は開放している。）

土日、祝日の予約がいっぱいで利用できない。→平等な利用を確保するため２月初に抽選会を行うがその時点でいっぱいになってしまう。

・老朽化によりマイク等器具機材が使用できない時がある。→設置し取り換済

無

増減要因等 令和２・３年度は新型コロナウイルス感染症対策のため全施設を一時期閉館していたため

見直した場合はその内容

無

開所日数 開所時間 見直しの有無 見直した場合はその内容

増減要因等 令和2・３年度は新型コロナウイルス感染症対策のため全施設を一時期閉館していたため
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（様式２）

８ 管理運営状況（実施状況及びそれに対する評価を記入） ※項目は施設の状況に応じ加除修正してください。

評価

＜評価区分＞ Ａ：仕様書等の内容を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ｂ：おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われている。
Ｃ：仕様書等の内容を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要である。
Ｄ：仕様書等の内容に対し、重大な不適切な事項が認められ改善を要する。

９ 施設管理運営の課題

項 目

10 第三者評価で指摘された事項の管理運営等への反映状況（第三者評価実施年度の翌年度以降に記載）

【実施年月日：令和 年 月 日】

該当なし

指 定 管 理 者 所 管 課

施設の管理運
営の課題

・老朽化する施設の維持管理に多額の費用がかかる。県へ費用負担
の要求および市年間予算の拡大を図っていきたい。
・早朝開場時間の道路渋滞は、利用団体に理解協力を求め、周知して
きたことにより改善されつつあるが、一部団体では会場時間前に集合
してしまう事例があり、徹底するためにはさらに時間を要する。

施設の修繕については、実態を把握し計画的に進めていきたい。
道路渋滞については、周知の方法等課題の解決に向けて必要な

対策を検討していきたい。

第三者評価における指摘・意見等
管理運営等への反映状況

指定管理者 所管課

収支状況
収入金額
（指定管理料16296千円、利用料金収入等2210千円）
支出金額32737千円 収支差額▲14068千円

・経費節減に努めていることは評価できる。 Ｂ

総合評価 管理計画に従って、確実に管理運営を実施することができた。
・おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適
正な管理運営が行われている。

Ｂ

自主事業 実施できなかった。
・感染症の収束後は、自主事業のを実施し地域住
民の憩いやレクリエーションの場としての公園の機
能をより一層発揮することを期待する。

Ｂ

職員・管理体
制

・臨時職員５名
・利用者の安全確保と親切な対応ができるように、合理的な人
員配置に考慮し、適切な運営管理ができるように努めた。

・仕様書及び事業計画書に基づく職員配置が行わ
れている。

Ｂ

平等な利用の
確保

・大規模な大会の利用については、１月末から日程の調整を実
施し、それ以外の利用については２月に抽選会を行い、平等な
利用の確保ができるように努めた。

・平等な利用を確保できるよう努めていると認められ
る。

Ｂ

利用者サービ
ス向上の取組

・利用者の立場に立った親切な対応をすることに努めた。
・快適な施設の提供を念頭に維持管理を行った。
・予約システムによる仮予約受付を行っている。
・遠隔地利用者に対し、申請書の郵送を可能とした。

・利用者に対する親切な対応とサービス提供に努め
ていると認められる。

Ｂ

項目 指 定 管 理 者 所 管 課

施設の目的に
沿った管理運
営

・協定書、仕様書及び事業計画に基づいた管理計画に従って、
管理運営を実施した。

・協定書、仕様書及び事業計画書に基づいた管理
運営を実施したと認められる。

Ｂ
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